
   山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目  的 ）  

第 １ 条  知 事 は 、 都 市 計 画 区 域 内 に お け る 公 共 施 設 の 整 備 改 善 及 び 宅 地 の 利 用

 増 進 を 図 る た め 、 土 地 区 画 整 理 組 合 等 （ 以 下 「 組 合 等 」 と い う 。 ） が 施 行 す

 る 土 地 区 画 整 理 事 業 （ 以 下 「 事 業 」 と い う 。 ） に 要 す る 経 費 に 対 し 、 予 算 の

 範 囲 内 に お い て 補 助 金 を 交 付 す る も の と し 、 そ の 交 付 に 関 し て は 、 山 梨 県 補

 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ３ ８ 年 ６ 月 ２ ０ 日 山 梨 県 規 則 第 ２ ５ 号 、 以 下 「 規 則 」

 と い う 。 ） に 規 定 す る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ２ 条  補 助 金 の 対 象 と な る 事 業 は 、「 土 地 区 画 整 理 補 助 事 業 の 執 行 に つ い て 」

（ 平 成 １ ５ 年 ５ 月 ２ ７ 日 国 土 交 通 省 国 都 市 第 ６ ７ 号 ） の 組 合 等 区 画 整 理 補 助

事 業 実 施 要 領 第 ５ に 定 め る 採 択 基 準 に 適 合 し 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 を 受

け て 組 合 等 が 施 行 す る 事 業 と す る 。  

 

（ 補 助 基 本 額 ）  

第 ３ 条  補 助 基 本 額 は 、 事 業 の 総 事 業 費 か ら 次 の 各 号 に 掲 げ る も の を 減 じ た 額

 と す る 。 た だ し 、 施 行 地 区 内 の 原 則 と し て 幅 員 １ ２ メ － ト ル 以 上 の 都 市 計 画

 道 路 （ 広 場 を 含 む 。 ） の 用 地 買 収 方 式 事 業 費 の 額 を 限 度 と す る 。 た だ し 既 成

 市 街 地 内 （ Ｄ Ｉ Ｄ 地 区 内 又 は Ｄ Ｉ Ｄ に 隣 接 す る 地 区 ） の 事 業 に あ っ て は 、 ８

 ｍ 以 上 の 都 市 計 画 道 路 の 用 地 買 収 方 式 事 業 費 の 額 を 限 度 と す る 。 ま た 、 「 土

 地 区 画 整 理 補 助 事 業 の 実 施 細 目 の 改 訂 に つ い て 」 （ 平 成 １ ５ 年 ６ 月 １ ０ 日 国

 土 交 通 省 国 都 市 第 ８ ５ 号 ） の 組 合 等 区 画 整 理 補 助 事 業 実 施 細 目 第 ４ に 規 定 す

 る 実 施 計 画 協 議 に お い て 承 認 を 得 た 事 業 は 、 上 記 都 市 計 画 道 路 に 加 え て 事 業

 区 域 内 の 区 画 道 路 等 の 用 地 買 収 方 式 事 業 費 を 補 助 基 本 額 に 含 め る も の と す る 。 

 （ Ｄ Ｉ Ｄ 地 区 ： 直 近 の 国 勢 調 査 に 基 づ く 人 口 集 中 地 区 ）  

  （ １ ） 保 留 地 処 分 金  

  （ ２ ） 公 共 施 設 管 理 者 負 担 金 等  



（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 組 合 等 は 、 規 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 補

 助 金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 交 付 決 定 の 通 知 ）  

第 ５ 条  知 事 は 、 規 則 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と き に は 、

 補 助 金 交 付 決 定 （ 変 更 ） 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 補 助 金 の 交 付 を 申 請

 し た 組 合 等 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 額 の 変 更 ）  

第 ６ 条  組 合 等 は 、 補 助 金 額 の 変 更 を し よ う と す る と き に は 、 変 更 申 請 書 （ 様

式 第 ３ 号 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 事 業 の 執 行 ）  

第 ７ 条   組 合 等 は 、事 業 の 執 行 に あ た り 請 負 そ の 他 の 契 約 を 締 結 す る 場 合 に は 、

 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ４ 条 以 下 の 規 定 に 準 じ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 実 績 報 告 書 ）  

第 ８ 条  組 合 等 は 、 補 助 金 に 係 る 事 業 が 完 了 し た と き に は 、 速 や か に 実 績 報 告

 書（ 様 式 第 ４ 号 ）に 関 係 書 類 を 添 え て 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。ま た 、  

 補 助 事 業 等 が 完 了 し な い 場 合 に お い て 補 助 金 の 決 定 に 係 る 県 の 会 計 年 度 が 終

了 し た と き も 同 様 に 実 績 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 実 績 報 告 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す る も の と し 、 様 式 及 び 記

 載 方 法 は 、 「 都 市 局 所 管 補 助 事 業 の 実 績 報 告 の 取 扱 い に つ い て 」 （ 昭 和 ４ ５

 年 ６ 月 ２ ３ 日 付 け 建 設 省 都 総 発 第 １ ７ １ 号 ） に 定 め る 例 に よ る も の と す る 。  

    （ １ ） 発 生 物 件 積 算 調 書  

    （ ２ ） 材 料 積 算 調 書  

    （ ３ ） 備 品 積 算 調 書  

３  第 １ 項 の 実 績 報 告 書 の 提 出 期 限 は 、 補 助 事 業 完 了 の 日 か ら 起 算 し て １ ヶ 月



 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 等 の 交 付 を 決 定 し た 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ ０ 日 の い

 ず れ か 早 い 期 日 ま で に 行 う も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 ）  

第 ９ 条  知 事 は 、 規 則 第 １ ３ 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 額 を 確 定 し た と き に は 、

補 助 金 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 、 実 績 報 告 書 を 提 出 し た 組 合 等 に  

通 知 す る も の と す る 。  

 

（ 補 助 金 の 交 付 ）  

第 １ ０ 条  組 合 等 は 、 補 助 金 の 額 の 確 定 通 知 を 受 け た 場 合 、 遅 滞 な く 補 助 金 請

求 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 知 事 に 提 出 す る も の と し 、 知 事 は 、 請 求 書 を 受 け て 補

助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

  た だ し 、 知 事 が 必 要 と 認 め た と き は 、 交 付 決 定 額 の ９ ０ パ － セ ン ト 以 内 を

 概 算 払 い す る こ と が で き る 。  

２  組 合 等 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 概 算 払 い を 受 け よ う と す る と き は 、 概 算 払 い

 請 求 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 残 存 物 件 ）  

第 １ １ 条   組 合 等 は 、 補 助 を 完 了 し た 場 合 に お い て 補 助 金 の 対 象 と な っ た 機 械

 器 具 、 仮 設 物 そ の 他 の 備 品 （ 以 下 「 備 品 」 と い う 。 ） 及 び 材 料 が 残 存 す る と

 き は 、 備 品 及 び 材 料 の 残 存 価 格 （ 補 助 事 業 に お け る 残 存 物 件 の 取 扱 い に つ い

 て 昭 和 ３ ４ 年 ３ 月 １ ２ 日 付 け 建 設 省 発 会 第 ７ ４ 号 ・ 記 ２ (5)  の 規 定 に よ り 算

 出 し た 額 を い う 。 ） に 補 助 の 対 象 と な っ た 経 費 に 対 す る 補 助 金 の 割 合 を 乗 じ

 て 得 た 金 額 を 県 に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 知 事 の 承 認 を 得 て 同 種

 の 補 助 事 業 に 備 品 及 び 材 料 を 継 続 し て 使 用 す る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

 

（ 書 類 の 整 備 等 ）  

第 １ ２ 条  組 合 等 は 、 補 助 事 業 に 係 る 収 入 及 び 支 出 等 を 明 ら か に し た 帳 簿 を 備

 え 、 か つ 、 収 入 及 び 支 出 等 に つ い て の 証 拠 書 類 を 整 備 保 管 し て お か な け れ ば



 な ら な い 。  

２  前 項 に 規 定 す る 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 は 、 補 助 の 完 了 の 日 の 属 す る 会 計 年 度 の

 翌 年 度 か ら 五 年 間 又 は 組 合 が 解 散 す る 日 ま で 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 書 類 の 経 由 ）  

第 １ ３ 条  規 則 及 び こ の 要 綱 に よ り 知 事 に 提 出 す る 書 類 は 、 当 該 組 合 等 を 管 轄

 す る 市 町 村 長 及 び 県 の 建 設 事 務 所 を 経 由 す る も の と す る 。  

 

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

 本 改 正 後 の 要 綱 は 、 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

 本 改 正 後 の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

    附  則  

  本 改 正 後 の 要 綱 は 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則  

  本 改 正 後 の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日

か ら 適 用 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 １ 号     補 助 金 交 付 申 請 書  

様 式 １ － １  
 

                     第          号  

                     平 成   年   月   日  

 

 

  山 梨 県 知 事          殿  

 

 

                 申 請 者    氏   名     印  

 

   平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 

   こ の こ と に つ い て 、 山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

  第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 を 添 え て 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

      補 助 基 本 額  補 助 金 交 付 申 請 額    

               円  円  

     
 

    

    

（ 備 考 ） １  様 式 １ － ２ を あ わ せ た も の が 申 請 書 で あ る 。  

        ２   工 事 設 計 書 （ 本 工 事 費 内 訳 表 ） ・ 委 託 設 計 書 （ 明 細 表 ） 等 の 写 し

      ･補 助 に 係 る 内 容 を 示 し た 図 面 （ Ａ ４ 版 ） を 添 付 す る 。  

３  収 支 予 算 書 ま た は こ れ に 代 わ る 書 類 を 添 付 す る 。  



様 式 １ － ２                                           

                                                     （ 単 位 ： 千 円 ）  
 

 事 業 名   山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業  

 組 合 の 名 称  ○  ○  市        △    △    土 地 区 画 整 理 組 合  

 

 交 付 申 請 額  

 種   別  補 助 基 本 額   補  助  金  額  

 交 付 金 等  1 00, 000   100, 000  

   補 助 事 業 の 経 費 の 配 分 及 び 施 行 内 容  

   事  業  費           施   行   内   容  

 本 工 事 費   

 補 償 費   

 換 地 諸 費   

 そ の 他   

 事   業   費       10 0, 000   

 

（ 備 考 ）  １  「 交 付 申 請 額 」 欄 の 種 別 は 、 交 付 金 ・ 地 方 特 定 道 路 等 と 記 載 。  

         ２  「 経 費 の 配 分 」 欄 の う ち 、 必 要 の な い 費 目 は 削 除 し て よ い 。  

          

 

 

 

 



様 式 第 ２ 号  
 

 
 （    建 設 事 務 所 経 由 ）          都 計  第   －    号  

                       平 成   年   月   日  
 
           殿  
 
                   山 梨 県 知 事        印  
 
    平 成   年 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金  
    交 付 決 定 （ 変 更 ） 通 知 書  
 
  平 成   年   月   日 付 け 第    号 で 交 付 （ 変 更 ） 申 請 の あ っ た  
 こ の こ と に つ い て は 、 次 の と お り 交 付 す る こ と に 決 定 し た の で 山 梨 県 組  
 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 通 知 す る 。  
 
 
 １ 、 補 助 金 の 交 付 決 定 額 は 、         円 と す る 。  
 
 ２ 、 こ の 補 助 金 の 対 象 と な る 事 業 、 そ の 内 容 及 び こ れ に 要 す る 経 費 の 配  
   分 は 、 交 付 申 請 書 記 載 の と お り と す る 。  
 
 ３ 、 補 助 金 の 交 付 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。  
 
 （ １ ） 補 助 事 業 の 実 施 に つ い て 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 場 合 は あ ら か  
    じ め 知 事 の 承 認 又 は 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
    イ ・ 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 す る と き 。  
    ロ ・ 補 助 事 業 が 予 定 の 期 日 内 に 完 了 し な い と き 、 又 は 事 業 の 遂 行  
      が 困 難 と な っ た と き 。  
 （ ２ ） 補 助 事 業 が 完 了 し た 場 合 に お い て 、 機 械 、 器 具 、 仮 設 物 、 そ の 他  
    の 備 品 及 び 材 料 が 残 存 す る と き は 、 知 事 の 承 認 を 受 け て 同 種 の 他  
    の 補 助 事 業 に 使 用 す る 場 合 を 除 き 、 当 該 物 件 の 残 存 価 格 に 当 該 補  
    助 事 業 に 係 る 補 助 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  
 （ ３ ） 本 補 助 金 に つ い て 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 歳 入 歳 出 予 算 に お け る 予  
    算 科 目 別 の 計 上 金 額 を 明 ら か に す る 調 書 を 作 成 し て お か な け れ ば  
    な ら な い 。  

 
 



様 式 第 ２ 号  

（ 様 式 ２ － １ ）  

 第 号 

平 成   年   月  日  

 

山 梨 県 知 事         殿  

                   

 

                      申請者    氏   名   印  

 

 

 

平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 の 繰 越 申 請 書  

 

 

 平 成   年   月   日 付 け 都 計 第    号 に て 交 付 決 定 を 受 け た 標 記 補 助

金 に つ き ま し て は 、 下 記 の と お り 事 業 が 完 了 せ ず 、 繰 越 と し た く 申 請 し ま す 。

  

 

 

   １  地 区 の 名 称    

                 

                        

   ２  繰 越 額 の 内 訳          

 交付決定額 支出予定額 繰越申請額 

補助基本額    

補 助 金    

 

 

   ３  繰 越 理 由  

 

 

４  事 業 完 了 の 見 込 年 月 日  

 

 

 

（ 備 考 ）  本 様 式 は 、 国 庫 補 助 金 に 関 す る 繰 越 手 続 き に 合 わ せ 申 請 す る 。  

 

 



様 式 第 ２ 号  

（ 様 式 ２ － ２ ）  

第 号 

平 成   年   月  日  

 

申請者    氏   名        殿  

 

 

                               

山 梨 県 知 事        印  

 

 

 

平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 の 繰 越 承 認 書  

 

 

 平 成   年   月   日 付 け    第    号 に て 申 請 の あ っ た 標 記 補 助 金

の 繰 越 に つ い て は 、 下 記 の と お り 承 認 し た の で 通 知 す る 。   

 

 

   １  地 区 の 名 称    

                 

                        

   ２  繰 越 額 の 内 訳          

 交付決定額 支出予定額 繰越承認額 

補助基本額    

補 助 金    

 

 

   ３  繰 越 承 認 年 月 日  

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ３ 号  
 

 
                     第         号

                      平 成   年   月   日  

 

 

 山 梨 県 知 事          殿  

 

 

               申 請 者   氏   名     印  

 

 

  平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 決 定 変 更 申 請 書  

 

 

  平 成   年   月   日 付 け 都 計 第  －  号 を も っ て 交 付 決 定 を 受 け  

 た こ の こ と に つ い て 交 付 決 定 の 内 容 等 を 、 次 の と お り 変 更 し た い の で 申  

 請 し ま す 。  

 

 １ 、 変 更 の 内 容  

 

     補 助 金 額 、 経 費 の 配 分 、 内 容 の 変 更 等  

 

 ２ 、 変 更 の 主 た る 理 由  

 

（ 備 考 ） １  様 式 １ － ２ を あ わ せ た も の が 申 請 書 で あ る 。  

        ２   変 更 前 を 赤 、 変 更 後 を 黒 で 表 示 す る 。  



様 式 第 ４ 号  
 

                      第           号  
                     平 成   年    月   日  

  

 山 梨 県 知 事          殿  

 
 
                   申 請 者   氏   名     印  
 
 
    平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 完 了 実 績 報 告 書  
 
 
  平 成   年   月   日 付 け 都 計 第    号 を も っ て 補 助 金 の 交 付 決  
 定 を 受 け た 事 業 が 完 了 し た の で 、 山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金  
 交 付 要 綱 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 、 関 係 書 類 を 添 え 次 の と お り 報 告 し ま す 。  
 
 
 １ 、 地 区 の 名 称  
 
 ２ 、 補 助 金 の 交 付 決 定 額 及 び 精 算 額  

    交 付 決 定 額    精 算 額    繰 越 額  
 補 助 基 本 額    
 補 助 金    

 

 ３ ． 添 付 書 類  

    契 約 書 類 の 写 し ・ 工 事 設 計 書 （ 本 工 事 費 内 訳 表 ） ・  
   委 託 設 計 書 （ 明 細 表 ） ・ 完 了 検 査 等 の 写 し ・ 関 係 写 真  
     備 品 及 び 材 料 が 残 存 す る と き は 、 そ の 関 係 書 類  

   収 支 決 算 書  

 
（ 備 考 ） １   本 様 式 に 「 都 市 局 所 管 補 助 事 業 等 の 実 績 報 告 書 の 取 扱 い に つ い  

      て 」 （ 昭 和 ４ ５ 年 ６ 月 ２ ３ 日 建 設 省 都 総 発 第 １ ７ １ 号 ） に 規 定  

      す る 「 箇 所 別 表 」 を あ わ せ た も の が 、 実 績 報 告 書 で あ る 。  



様 式 第 ５ 号  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              第         号 
                             平成  年  月  日 
 
 
申請者  氏  名    殿 
 
 
                            山梨県知事        印 

 

 

  平成  年度組合等土地区画整理事業補助金確定通知書 

 

 

   平 成   年   月   日 付 け   第    号 で 実 績 報 告 の あ っ た 上 記  

 事 業 補 助 金 に つ い て は 、 山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

 第 ９ 条 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 確 定 し た の で 通 知 す る 。  

  

 

記 

 

 

１  交 付 決 定 補 助 金 額  

 

２  交 付 済 補 助 金 額  

 

３  確 定 補 助 金 額  

 

 
 
 
 



様 式 第 ６ 号  
 

                      第           号  
                     平 成   年    月   日  

 
 山 梨 県 知 事          殿  

 
 
                   申 請 者   氏   名     印  
 
 
      平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 請 求 書  
 
 
  平 成   年   月   日 付 け 都 計 第    号 を も っ て 補 助 金 の 額 の 確  
 定 を 受 け た 上 記 事 業 に つ い て 、 山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交  
 付 要 綱 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 請 求 し ま す 。  
 
 
 
 １ 、 地 区 の 名 称  
 
 ２ 、 支 払 請 求 額       金                            円  

  補 助 金 交 付 決 定 額  
      （ Ａ ）  

 受 領 済 額

  （ Ｂ ）  
 今 回 請 求 額

 （ Ａ － Ｂ ）

  摘    要   

               円           円          円
 

  ３ ． 支 払 方 法 等  

   振 込 先 金 融 機 関   預 金 種 別  口 座 番 号   住  所   氏    名  
    

 

 



様 式 第 ７ 号  
 

                      第           号  
                     平 成   年    月   日  
 
 山 梨 県 知 事          殿  

 

 
                   申 請 者   氏   名     印  

 
      平 成   年 度 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 請 求 書  
 
  平 成   年   月   日 付 け 都 計  第    号 で 交 付 決 定 の あ っ た 上 記  
 補 助 金 に つ い て 、山 梨 県 組 合 等 土 地 区 画 整 理 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 第 １ ０ 条 第

 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 請 求 し ま す 。  
 
 １ 、 地 区 の 名 称  
 
 ２ 、 概 算 払 い 請 求 額       金                            円  
 
 ３ 、 内      訳  
 

 

 補 助 金 交 付  
決 定 額  ①  

 既 概 算 交 付 額

       ②

  差 引 額  
  ① － ② =③  

 今 回 概 算 請求額  
        ④  

  備  考  

     

  
４ 、 概 算 払 い 請 求 の 理 由  

 
５ 、 支 払 方 法 等  

  振 込 先 金 融 機 関   預 金 種 別  口 座 番 号   住  所   氏    名  
    

 

 


